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○
経
済
産
業
省
令
第
七
十
五
号

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
電
気

事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
（
一
）
の
下
欄

の

の
イ
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
の
（
三
）
の
下

1

（5）

欄

の

の
イ
中
「
総
理
府
令
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
の
（
二
）
の
下
欄

の

中
「
台
数
が
」
の
下
に
「
そ

1

（4）

3

（2）

れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
号
の
（
四
）
の
下
欄

の

の
イ
中
「
総
理
府
令
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
の
（
二
）
の

1

（4）

下
欄

の

中
「
に
よ
る
影
響
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
」
を
、
「
台
数
が
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
号
の
（
四
）

3

（2）

の
下
欄

の

の
イ
中
「
総
理
府
令
」
を
「
省
令
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

1

（4）
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四

風
力
発
電
所

（
一
）

騒
音
に
関
す

調
査
項
目

1

る
項
目

騒
音
の
諸
元

（1）
イ

建
設
機
械
及
び
発
電
所
の
施
設
の
稼
働
の
状
況

ロ

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
働
の
状
況

地
形

（2）

騒
音
の
伝
搬
に
影
響
を
及
ぼ
す
地
形
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
状
況

保
全
対
象

（3）
イ

学
校
等

ロ

都
市
計
画
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
地
域

ハ

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
沿
道
整
備
道
路



- 3 -

ニ

騒
音
の
測
定
点
に
お
い
て
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

ホ

騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒

音
の
限
度
を
定
め
る
命
令
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
区
域

（1）

保
全
対
象
の
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（2）
の
範
囲
内
に
お
い
て
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
が
通
過
す
る
道
路
に

面
す
る
区
域

予
測

3

工
事
及
び
発
電
所
の
施
設
の
稼
働
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ

（1）
た
保
全
対
象
の
イ
、
ロ
又
は
ニ
が
存
在
す
る
地
域
に
お
け
る
騒
音
が
そ
れ
ぞ
れ
最
大
と
な

る
日
の
騒
音
の
影
響
の
程
度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
よ

（2）
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り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
の
ハ
か
ら
ホ
ま
で
が
存
在
す
る
地
域
に
お
け
る
工
事
用
資
材
等

の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
台
数
が
そ
れ
ぞ
れ
最
大
と
な
る
日
の
道
路
交
通
騒
音
の

影
響
の
程
度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

（
二
）

振
動
に
関
す

調
査
項
目

1

る
項
目

振
動
の
諸
元

（1）

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
働
の
状
況

保
全
対
象

（2）

振
動
規
制
法
施
行
規
則
第
十
二
条
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

調
査
地
域

2

工
事
を
行
う
場
所
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
工
事
用
資
材
等
の
搬
出

入
に
使
用
す
る
自
動
車
が
通
過
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

予
測

3

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
が
存
在
す
る
地
域
に
お
い
て
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
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入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
台
数
が
最
大
と
な
る
日
の
道
路
交
通
振
動
の
影
響
の
程
度
を
定
量

的
に
予
測
す
る
。

（
三
）

水
質
に
関
す

調
査
項
目

1

る
項
目

排
水
の
諸
元

（1）

排
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
、
燐
含
有

り
ん

量
並
び
に
排
出
量

水
質
の
状
況

（2）

水
道
原
水
取
水
地
点
及
び
水
質
の
測
定
点
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸

素
要
求
量
、
全
窒
素
、
全
燐
、
水
温
並
び
に
位
置

り
ん

地
域
の
基
準

（3）

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準

保
全
対
象

（4）
イ

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
別
表
第
二
備
考
６
及
び
７
に
規
定
す
る
湖
沼
及
び
海
域
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ロ

水
道
原
水
取
水
地
点

ハ

水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
水
域
又
は
指
定
地
域

ニ

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
湖
沼
又
は
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域

ホ

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
又
は
同
条

第
二
項
の
関
係
府
県
の
区
域
（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
の
区

域
を
除
く
。
）

ヘ

水
質
の
測
定
点
に
お
い
て
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒

素
又
は
全
燐
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

り
ん

調
査
地
域

2

排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質
の
状
態
が
変
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
水
域

予
測

3

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
（
保
全
対
象
の
ロ
を
除
く
。
）
に
対
す
る
排
水
の

（1）
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排
出
に
よ
る
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒
素
及
び
全
燐
の

り
ん

影
響
の
程
度
を
排
水
口
直
近
の
水
質
の
測
定
点
に
お
い
て
定
量
的
に
予
測
す
る
。

排
水
の
排
出
に
よ
っ
て
、
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
の
ロ
に
影
響
が
及
ぶ
か

（2）
ど
う
か
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

（
四
）

植
物
に
関
す

調
査
項
目

1

る
項
目

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
自
然
林
、
藻
場
及
び
野
生
植
物
の
重

要
な
生
育
の
場
の
状
況

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
の
周
辺
区
域
及
び
排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質
の
状
態
が
変
化
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
水
域

予
測

3

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
藻
場
又
は
野
生
植
物
の
重
要
な
生

（1）
育
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
予
測
す
る
。
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事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査

（2）
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
自
然
林
、
藻
場
又
は
野
生
植
物
の
重
要
な
生
育
の
場
が
存
在
す
る
か

ど
う
か
を
予
測
す
る
。

（
五
）

動
物
に
関
す

調
査
項
目

1

る
項
目

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
さ
ん
ご
群
集
及
び
野
生
動
物
の
重
要

な
生
息
の
場
の
状
況

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
辺
区
域
並
び
に
排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質
の
状
態
が
変
化
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
水
域

予
測

3

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
さ
ん
ご
群
集
又
は
野
生
動
物
の
重

（1）
要
な
生
息
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
予
測
す
る
。

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査

（2）
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に
よ
り
確
認
さ
れ
た
さ
ん
ご
群
集
又
は
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息
の
場
が
存
在
す
る
か
ど

う
か
を
予
測
す
る
。

（
六
）

自
然
保
護
に

調
査
項
目

1

関
す
る
項
目

環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
の
状
況

（1）

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
、
汽
水
湖
、
人
為
的
な
改
変

（2）
を
受
け
て
い
な
い
自
然
海
岸
、
自
然
湖
岸
及
び
河
川
の
水
際
線
が
人
工
改
変
を
受
け
て
い

な
い
河
岸
の
状
況

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
区
域

予
測

3

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対

（1）
象
へ
の
影
響
の
程
度
を
予
測
す
る
。

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査

（2）
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に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
、
汽
水
湖
、
人
為
的
な
改
変
を
受
け
て
い
な
い
自
然
海
岸
、
自

然
湖
岸
又
は
河
川
の
水
際
線
が
人
工
改
変
を
受
け
て
い
な
い
河
岸
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

を
予
測
す
る
。

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
予
測
す
る
。

（3）

附

則

こ
の
省
令
は
、
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。


